
  

 

知
多
都
市
計
画
石
塚
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
  

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏 
 

半
田
市
条
例
第
四
十
一
号 

知
多
都
市
計
画
石
塚
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第

六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
に
関
す
る
制
限
を

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
適
正
な
都
市
機
能
と
健
全
な
都
市
環
境
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
適
用
区
域
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
は
、
市
長
が
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
知
多
都
市
計
画
石
塚
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
い
て
適
用
す
る
。 

（
地
区
の
区
分
及
び
名
称
） 

第
三
条 

こ
の
条
例
に
お
け
る
地
区
の
区
分
及
び
名
称
は
、
前
条
に
規
定
す
る
地
区
計
画
の
計
画
図
に
表

示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
建
築
物
の
用
途
の
制
限
） 

第
四
条 

別
表
第
一
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
地
区
内
に
お
い
て
、
同
表
（
ろ
）
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
建

築
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ

る
範
囲
内
に
お
い
て
増
築
又
は
改
築
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

一 

増
築
又
は
改
築
が
基
準
時
（
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い

建
築
物
に
つ
い
て
、
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
前
項
の
規
定
（
当
該
規
定
が
改
正

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
改
正
前
の
規
定
を
含
む
。）
の
適
用
を
受
け
な
い
期
間
の
始
期
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）
に
お
け
る
敷
地
内
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
増
築
又
は
改
築
後
に
お
け
る
延
べ
面

積
及
び
建
築
面
積
が
基
準
時
に
お
け
る
敷
地
面
積
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
法
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第

二
項
及
び
第
七
項
並
び
に
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。 

二 

増
築
後
の
床
面
積
の
合
計
は
、
基
準
時
に
お
け
る
床
面
積
の
合
計
の
一
・
二
倍
を
超
え
な
い
こ
と
。 

三 

増
築
後
の
前
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
部
分
の
床
面
積
の
合
計
は
、
基



  

 

準
時
に
お
け
る
そ
の
部
分
の
床
面
積
の
合
計
の
一
・
二
倍
を
超
え
な
い
こ
と
。 

（
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
） 

第
五
条 

建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
は
、
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
施
行
又
は
適
用
の
際
、
現
に
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
土
地
で
同
項

の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
又
は
現
に
存
す
る
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
に
基
づ
い
て
建
築
物
の
敷
地
と

し
て
使
用
す
る
な
ら
ば
同
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
土
地
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
を
一
の

敷
地
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

前
項
の
規
定
の
改
正
後
の
同
項
の
規
定
の
施
行
又
は
適
用
の
際
、
改
正
前
の
同
項
の
規
定
に
違
反

し
て
い
る
建
築
物
の
敷
地
又
は
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
に
基
づ
い
て
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
す

る
な
ら
ば
同
項
の
規
定
に
相
当
す
る
従
前
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
っ
た
土
地 

二 

前
項
の
規
定
に
適
合
す
る
に
至
っ
た
建
築
物
の
敷
地
又
は
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
に
基
づ
い
て
建

築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
な
ら
ば
同
項
の
規
定
に
適
合
す
る
に
至
っ
た
土
地 

３ 

前
項
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
第
一
項
の
規
定
の
施
行
後
又
は
適
用
後
、
法
第
八
十
六
条
の
九
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
施
行
に
よ
る
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
減
少
に
よ
り
、
当
該
事
業
の
施
行
の
際
、

現
に
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
土
地
で
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
な
く
な
る
も
の
及
び

当
該
事
業
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
に
基
づ
い
て
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使

用
す
る
な
ら
ば
同
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
土
地
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
を
一
の
敷
地
と

し
て
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

法
第
八
十
六
条
の
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
施
行
に
よ
り
面
積
が
減
少
し
た
際
、
当
該
面

積
の
減
少
が
な
く
と
も
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
た
建
築
物
の
敷
地
又
は
所
有
権
そ
の
他
の
権

利
に
基
づ
い
て
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
な
ら
ば
同
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
っ
た

土
地 

二 

第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
に
至
っ
た
建
築
物
の
敷
地
又
は
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
に
基
づ
い
て

建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
な
ら
ば
同
項
の
規
定
に
適
合
す
る
に
至
っ
た
土
地 

（
壁
面
の
位
置
の
制
限
） 

第
六
条 

建
築
物
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
面
（
以
下
「
壁
面
」
と
い
う
。）
か
ら
道
路
境
界
線
又

は
隣
地
境
界
線
ま
で
の
距
離
は
、
別
表
第
二
（
い
）
欄
の
計
画
地
区
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
（
ろ
）
の

道
路
境
界
線
ま
で
の
距
離
の
欄
又
は
隣
地
境
界
線
ま
で
の
距
離
の
欄
に
掲
げ
る
制
限
に
適
合
す
る
も
の



  

 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
数
値
に
満
た
な
い
距
離
に
あ
る
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
（
以

下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。）
が
別
表
第
二
（
ろ
）
の
適
用
除
外
の
建
築
物
等
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
該

当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
建
築
物
の
高
さ
の
限
度
） 

第
七
条 

Ａ
地
区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
高
さ
の
限
度
は
、
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

（
公
益
上
必
要
な
建
築
物
の
特
例
） 

第
八
条 

市
長
が
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
に
関
し
て
、
公
益
上
必
要
な
建
築
物
で
用
途
上
又
は
構
造
上

や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
許
可
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

規
定
は
適
用
し
な
い
。 

（
委
任
） 

第
九
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

（
罰
則
） 

第
十
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
、
第
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
（
次
号
に
規
定

す
る
場
合
を
除
く
。）
に
お
け
る
当
該
建
築
物
の
建
築
主 

二 

建
築
物
を
建
築
し
た
後
に
お
い
て
、
当
該
建
築
物
の
敷
地
面
積
を
減
少
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
敷
地
の
所
有
者
、
管
理
者
又

は
占
有
者 

三 

法
第
八
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る

当
該
建
築
物
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者 

２ 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
そ
の
法
人
又
は
人

の
業
務
に
関
し
て
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ

の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
項
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。
た
だ
し
、
法
人
又
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ

の
他
の
従
業
者
の
当
該
違
反
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
業
務
に
対
し
、
相
当
の
注
意
及
び
監
督
が

尽
く
さ
れ
た
こ
と
の
証
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
知
多
都
市
計
画
石
塚
地
区
計
画
に
係
る
都
市
計
画
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



  

 

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
） 

                             

全
区
域 

計
画
地
区
の
区
分 

（い） 

次
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
は
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一 
工
場
（
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第

九
項
に
規
定
す
る
統
計
基
準
で
あ
る
日
本
標
準
産
業
分
類
大
分
類

Ｅ
製
造
業
に
係
る
も
の
）
及
び
関
連
す
る
研
究
開
発
施
設
並
び
に

流
通
業
務
施
設
（
物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
七
年
法
律
八
十
五
号
）
第
四
条
第
一
号
に
定
め
る
流
通
業
務
の

用
に
供
す
る
も
の
）。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。 

ア 

建
築
基
準
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
別
表
第
二
（
ぬ
）
項

第
三
号
（
八
の
三
）、（
十
三
）
及
び
（
十
三
の
二
）
並
び
に
（
る
）

項
第
一
号
（
一
）
か
ら
（
二
十
二
）
ま
で
、（
二
十
七
）、（
二
十

九
）、（
三
十
）
及
び
（
三
十
一
）
に
掲
げ
る
事
業
を
営
む
工
場 

イ 

法
別
表
第
二
（
る
）
項
第
二
号
で
定
め
る
施
設 

ウ 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年

法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄

物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
の
用
に
供
す
る
施
設
（
当
該
建
築

物
に
お
い
て
生
じ
た
産
業
廃
棄
物
の
み
を
扱
う
も
の
を
除
く
。） 

二 

前
号
の
建
築
物
に
勤
務
す
る
者
の
た
め
の
共
同
住
宅
又
は
寄 

宿
舎
（
本
地
区
計
画
区
域
内
の
建
築
物
（
建
築
に
着
手
し
て
い
る

も
の
を
含
む
）
の
建
築
主
が
建
築
す
る
も
の
に
限
る
。） 

三 

前
二
号
の
建
築
物
に
附
属
す
る
も
の 

四  

排
水
の
水
質
管
理
上
必
要
な
施
設 

建
築
し
て
は
な
ら
な
い
建
築
物 

（ろ） 



  

 

別
表
第
二
（
第
六
条
関
係
） 

         

 

             

全
区
域 

計
画
地
区
の
区
分 

（い） 

四
メ
ー
ト
ル 

道
路
境
界
線
ま
で
の

距
離 

壁
面
の
位
置
の
制
限 

（ろ） 

四
メ
ー
ト
ル 

隣
地
境
界
線
ま
で
の

距
離 

軒
の
高
さ
三
メ
ー
ト

ル
以
下
の
守
衛
室
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る

用
途
に
供
す
る
も
の 

適
用
除
外
の
建
築
物

等 


